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（長期継続契約）市川市八幡市民会館ホール等運営業務委託仕様書 
 

 この仕様書は、市川市八幡市民会館（通称名「全日警ホール」（以下「八幡市民会館」と

いう。）について、施設の運営を実施していく上で、市川市（以下「委託者」という。）が

発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるも

のとする。 
 
１．件  名  （長期継続契約）市川市八幡市民会館ホール等運営業務委託 
 
２．業務目的  八幡市民会館における施設運営の一部を委託することにより、会館内の

諸施設に於ける催物が安全で円滑に運営されることを目的とする。 
 
３．委託場所  市川市八幡４丁目２番１号 
 
４．委託期間  令和７年６月１日～令和１０年５月３１日 
 
５．業務内容 

  受託者は、業務の遂行にあたり責任者を置くとともに、適切な業務従事者を

配置し、ホール運営、設備・備品管理、技術支援、展示室受付等の下記の業務

を実施するものとする。 
      なお、ホール使用（ホールと一体利用の際の控室、練習室、会議室を含む。）

に当たっての使用内容（日時、使用者、使用目的等）についてはホール利用日

に先立ち事前に委託者から受託者に連絡するものとする。 
 
  （１）ホール（操作室を含む） 

 ①日常の設備・備品管理業務 
・施設が良好な状態で使用できるよう、設備・備品について日常の作動点検及

び調整を行い、修繕が必要と認められるとき又は破損等の恐れがあるときは、

直ちに委託者に申し出ること。また、簡易な修繕については、委託者に報告

し受託者の可能な範囲で行うこと。 
・設備・備品の性能や操作方法等に精通し、その運用方法について検討するよ

う努め、必要なときは委託者に助言すること。 
②ホール使用前の準備・設営業務 
・施設使用者と事前の打合せを行い、使用日当日の運営が円滑に行われるよう

準備を行うこと。事前打ち合わせの結果については施設予約システムに反映

させたうえで委託者へ打ち合わせ完了の報告をすること。 
なお、本委託において想定するホール使用中の必要要員は舞台照明機器操

作要員、舞台音響・映像機器操作要員、舞台機構機器操作要員など施設の設

備を利用する範囲とし、それ以上の持込機材などで要員を必要とする場合は、
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本委託の範囲外として施設使用者による別途手配となる旨を説明すること。 
・使用当日、施設使用者の使用目的に合わせた舞台（壁面収納式ステージ、演

台、平台、吊物）の準備、客席（スタッキングチェア、手動式ロールバック

チェア）の準備、グランドピアノの移動、音響・映像・照明設定等の各種セ

ッティングを行うこと。なお、スタッキングチェアの準備については、取扱説

明を行なった後、施設使用者協力の元、必要数を設置することとする。 
・大型若しくは特殊な持ち込み機材の搬入及び搬出時の立会いを行うこと。 

③ホール使用中の実施業務 
・使用内容、使用者の要望に応じた音響・照明・舞台・映像の設営及び準備、

機材の操作を行うこと。 
  
  （２）練習室 

①日常の設備・備品管理業務 
・施設が良好な状態で使用できるよう、音響操作卓・電子ピアノについて日常

の作動点検及び調整を行い、修繕が必要と認められるとき又は破損等の恐れ

があるときは、直ちに委託者に申し出ること。 
・音響操作卓の性能や操作方法等に精通し、必要なときは委託者への助言もし

くは、使用者への操作説明をすること。 
 

（３）会議室 
①日常の設備・備品管理業務 

・施設が良好な状態で使用できるよう、映像音響操作卓・プロジェクタについ

て日常の作動点検及び調整を行い、修繕が必要と認められるとき又は破損等

の恐れがあるときは、直ちに委託者に申し出ること。 
・映像音響操作卓の性能や操作方法等に精通し、必要なときは委託者への助言

もしくは、使用者への操作説明をすること。 
 
  （４）第１展示室（中山忠彦メモリアルギャラリー） 

 ①受付業務 
・第１展示室で企画展を開催している期間中（年間２９８日程度）、受付に１名

以上を配置し受付業務を行うこと。 
・来場者へ簡易な案内を行うこと。 
・第１展示室に入室者がある場合には、受付に設置している防犯カメラモニタ

ーにより室内監視を実施し、異常を認めた場合は速やかに会館事務室の職員

へ報告すること。 
 ※防犯カメラは録画機能を有しているとともに、展示作品等には持ち去り防

止のためのセンサーを設置しており、異常は会館事務室内の警報盤に表示さ

れる。 
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②日常の温湿度管理業務 
・第１展示室の温湿度を１日２回記録すること。（展示替え期間中は除く） 

   
６．添付資料 
 （１）舞台関連平面図〔別紙１（舞台照明設備１階）、別紙２（舞台照明設備２階） 
            別紙３（舞台照明設備２階上部）、別紙４（舞台音響設備１階）、

別紙５（舞台音響設備２階）〕 
（２）設備機器リスト〔別紙６－１～６－１０〕 
（３）施設全体平面図〔別紙７（施設１階）、別紙８（施設２階）〕 

 （４）完了届〔別紙９〕 
 
７．業務実施日及び業務時間 
 （１）業務実施日 

令和７年６月１日～令和１０年５月３１日のうち 
  休館日（毎月第２・第４月曜日（祝日にあたるときは翌平日）、年末年始（１２月

２８日～１月４日））を除く毎日。なお、第１展示室は年間３回程度展示替えを行

う予定で、企画展実施前後の各１２日程度は展示替えのため閉室となる。 
 

（２）業務時間 
  ①ホール、練習室、会議室の業務 
   （ア）ホールについて午後６時以降の使用予約がある日 

午前８時４５分～午後９時１５分 
※各年度の予定実施日数 
令和 7 年度：124 日 令和 8 年度：150 日  
令和 9 年度：150 日 令和 10 年度：26 日 

   （イ）ホールについて午後６時以降の使用予約がない日 
       午前８時４５分～午後６時１５分 
       ※各年度の予定実施日数 

令和 7 年度：152 日 令和 8 年度：185 日  
令和 9 年度：183 日 令和 10 年度：31 日 

なお、ホールの使用予約がある日は全開館日数（1001 日）の８割 7 分程度（871
日）と見込み、（ア）の実施予定日数を 450 日、（イ）の実施予定日数を 421 日

と想定する。また、全開館日数のうち、ホールの使用予約がない日を 130 日と

想定し、勤務時間は上記（イ）に準じる。（単価契約のため、それぞれの日数は

目安） 
 

   ②第１展示室の業務 
     午前９時２０分～午後５時１０分 

実施予定日数を 893 日と予定する。（単価契約のため、日数は目安） 



4 
 

              ※各年度の予定実施日数 
令和 7 年度：252 日 令和 8 年度：299 日  
令和 9 年度：297 日 令和 10 年度：45 日 

上記①②の業務時間外の業務の扱いを要する場合については、委託者と受託者によ

る協議の上、決定するものとする。 
上記①②ともに交代制勤務とし、勤務時間内において従事者が不在となる時間が発

生しないようにすること。 
 
８．従事者の配置及び技能等 
  (１) 従事者の配置 

業務を履行するにあたり、開館時間内には対応可能な要員を常時配置するとともに、

ホール使用日等の設営・運営業務日には対応に必要な人員を確保し、委託内容に対

応できる応援体制を整えるものとする。 
  (２) 従事者の技能等 
   下記の①～③はホール従事者のみ、④⑤は第１展示室従事者のみに要する。 

①ホール等附属設備等についての知識及び技術と経験を有する者 
②映像・音響、舞台照明について専門的教育を受けた者 
③舞台制作について専門的技術と実務経験があり、指導及び支援のできる者 
④受付業務について経験を有する者 
⑤市川ゆかりの文化人について理解し、知識を深めるよう努めること。 
⑥（１）において常時配置される要員として業務に従事する者については、受託者

と雇用契約を結んでいること。 
 

９．提出書類及び報告書 
  （１）提出書類 
     受託者は、業務の実施にあたり、契約締結後速やかに次に掲げる書類を委託者

に提出するものとする。 
    ①業務従事者名簿（業務責任者、業務従事者名）及び業務の履行方法等を記載し

た業務計画書 
    ②当該業務に必要な能力・経歴を証明するもの 
    ③緊急時連絡体制表 
  （２）報告書 
     受託者は、次に掲げる報告書等を委託者に提出するものとする。 
    ①管理日誌 提出日：翌日（開館日） 

  ②月の業務終了後、 受託者は月次報告書を、翌月の 10日までに提出するものとする。

なお、委託期間終了月は委託期間終了日に提出するものとする。 

③受託した業務が完了した後、委託期間内に委託者が指定した完了届（別紙９）

を提出するものとする。 
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１０．その他 
（１）業務従事者の交代に伴う引継ぎについては、会館の業務に支障が出ないよう努

め、誠実かつ的確に行うこと。 
（２）委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し

業務の改善を受託者に求めることができる。 
（３）受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄

警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。 
（４）受託者は、この業務の履行にあたり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合

は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わ

なければならない。 
（５）受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護

に関する法律を遵守し、個人の権利利益を損害することのないよう努めなけれ

ばならない。 
（６）受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他

の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。 
（７）業務の履行にあたっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならな

い。 
（８）この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその

都度協議の上、決定するものとする。 
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別紙７



別紙８



市　川　市　長

印

下記のとおり業務が完了したので、届出をします。

1.

2.

3. 令和 年 月 日

4. 円
（単価契約の場合は「委託金額」を選び、総額を記入してください）

令和 年 月 日 から
5.

令和 年 月 日 まで

6. 令和 年 月 日

委託金額

市川市八幡4丁目２番１号　市川市八幡市民会館

委託事務（事業名）

令和　　　年　　　月　　　日

委託期間

完了年月日

別紙９

施行（納入）場所

契約年月日

完　了　届

住　　　　所　

氏　　　　名　

（長期継続契約）市川市八幡市民会館ホール等運営業務委託
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